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議
案

中
小
企
業
等
金
融
円
滑
化
法
の
実
効
性
を
求
め
る
意
見
書

金
融
機
関
に
中
小
企
業
等
の
金
融
の
円
滑
化
を
促
す
「
中
小
企
業
等
金
融
円
滑
化
法
」
が
平
成
二
十
一
年

十
二
月
四
日
に
施
行
さ
れ
、
約
三
か
月
に
な
る
。
同
法
は
、
弾
力
的
な
融
資
、
返
済
緩
和
な
ど
の
貸
付
条
件

変
更
、
旧
債
の
借
換
え
等
、
中
小
企
業
支
援
を
旨
と
し
た
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
金
融
機
関
に
努
力
義
務

を
課
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
貸
付
条
件
変
更
対
応
保
証
制
度
」
を
申
請
で
き
る
企
業
の
資
格
要
件
が
、
既
に
別
の
信
用
保

証
を
受
け
て
い
る
企
業
や
、
政
府
系
金
融
機
関
の
日
本
政
策
金
融
公
庫
・
商
工
中
金
等
か
ら
融
資
を
受
け
て

い
る
企
業
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
保
証
制
度
の
対
象
は
、
信
用
保
証
協
会
や
政
府
系
金
融

機
関
か
ら
融
資
を
受
け
て
い
な
い
企
業
、
す
な
わ
ち
財
務
体
質
の
良
い
優
良
企
業
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
制
度
の
趣
旨
か
ら
見
て
対
象
企
業
は
皆
無
で
あ
り
、
制
度
が
完
全
に
骨
抜
き
に
な
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

実
際
に
、
こ
れ
ま
で
に
利
用
し
た
中
小
企
業
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
日
本
経
済
新
聞
社
が
今
年
一
月
二
十
二

日
に
ま
と
め
た
「
中
小
企
業
経
営
者
調
査
」
に
よ
る
と
、
「
中
小
企
業
等
金
融
円
滑
化
法
」
の
利
用
に
対

し
、
「
す
で
に
利
用
し
た
」
と
い
う
回
答
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
「
利
用
す
る
予
定
」
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
と

ど
ま
り
、
逆
に
「
利
用
し
な
い
」
「
利
用
は
難
し
い
」
は
合
わ
せ
て
八
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
り
、
中
小

企
業
の
円
滑
な
資
金
繰
り
を
図
る
に
は
、
同
法
は
実
効
性
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
も
、
厳
し
い
経
済
情
勢
に
よ
り
、
売
上
減
少
に
苦
し
む
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
は
年
度
末
に
向
か
っ

て
一
層
逼
迫
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
「
中
小
企
業
者
等
に
お
い
て
経
営
の
安
定
化
や
活
性
化
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
、
長
期
に
わ
た
っ
て
資
金
供
給
に
万
全
を
期
す
」
と
い
う
同
法
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
一
日
も
早
く
同
法
が
真
に
実
効
性
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
講
じ
る
よ
う
、
強
く

要
請
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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